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お知らせお知らせ 問…問い合わせ　■申…申し込み

農
業
集
落
排
水
の
使
用
人
員
が

変
更
に
な
っ
た
ら

農
業
集
落
排
水
使
用
料
金
に
つ
い
て
、

左
記
の
理
由
な
ど
で
使
用
人
員
に
増
減
が

あ
っ
た
場
合
は
、
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

●
農
業
集
落
排
水
事
業
実
施
地
区
／
①
田

殿
地
区　

②
徳
田
地
区　

③
吉
見
地
区　

④
熊
井
、
奥
地
区　

⑤
吉
原
地
区

●
増
減
理
由

・
出
生
や
死
亡
な
ど
に
よ
る
人
員
の
増
減

・
婚
姻
に
よ
る
人
員
の
増
減

・
就
学
や
就
労
に
伴
う
転
居
に
よ
る
人
員
の
増
減

●
使
用
料
金
（
1
カ
月
）
／
基
本
料
金

（
1
，6
2
0
円
）
＋
人
数
（
1
人
当

た
り
6
4
8
円
）

●
振
替
指
定
日
／
毎
月
23
日
。
た
だ
し
休

日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。

問
下
水
道
課

平
成
29
年
度

合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金

生
活
排
水
に
よ
る
公
共
用
水
域
の
水
質
汚

濁
を
防
止
す
る
た
め
、
合
併
浄
化
槽
を
設
置

す
る
方
へ
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

●
補
助
対
象
区
域
／
公
共
下
水
道
事
業
計

画
区
域
と
農
業
集
落
排
水
整
備
地
区
を

除
く
区
域

●
申
込
受
付
期
間
／
10
月
31
日（
火
）
ま
で

※
必
ず
浄
化
槽
の
設
置
工
事
の
着
手
前
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
予
算
の

範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
の

で
、
予
算
が
な
く
な
り
次
第
受
け
付
け

終
了
と
な
り
ま
す
。

●
補
助
金
上
限
額

・
5
人
槽
／
43
万
2
，0
0
0
円

・
7
人
槽
／
53
万
8
，0
0
0
円

・
8
人
槽
以
上
／
71
万
2
，0
0
0
円

●
補
助
金
受
給
要
件

・
有
田
川
町
に
住
民
登
録
し
て
い
る
こ

と
、
ま
た
は
工
事
完
了
後
に
居
住
す
る

者
で
あ
る
こ
と

・
個
人
住
宅
で
あ
る
こ
と
（
店
舗
併
用
住

宅
は
条
件
に
よ
り
含
む
）

・
平
成
30
年
3
月
31
日
ま
で
に
設
置
工
事

を
完
了
し
、
補
助
金
に
係
る
必
要
書
類

を
提
出
で
き
る
こ
と

・
各
町
民
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

問
下
水
道
課

浄
化
槽
を
利
用
し
て
い
る
皆
さ
ま
へ

浄
化
槽
管
理
者
に
は
、
次
の
3
項
目
の

維
持
管
理
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
切
な
水
環
境
を
守
る
た
め
、
浄

化
槽
は
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

●
保
守
点
検
（
浄
化
槽
法
第
10
条
）

浄
化
槽
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に

は
、
定
期
的
に
点
検
や
調
整
、
薬
剤
の
補
給
、

修
理
な
ど
の
保
守
点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
保
守
点
検
は
、
県
の
登
録
を
受

け
た
保
守
点
検
業
者
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
清
掃
（
浄
化
槽
法
第
10
条
）

浄
化
槽
は
、
毎
年
1
回
以
上
の
清
掃
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
清
掃
は
、
町
の

許
可
を
受
け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
で
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

●
法
定
検
査
（
水
質
検
査
）（
浄
化
槽
法

第
7
条
・
第
11
条
）

浄
化
槽
は
、
設
置
後
3
～
5
カ
月
の
間
に

1
回
、
そ
の
後
年
1
回
の
水
質
の
定
期
検
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
県
が
指
定

し
た
検
査
機
関
（
社
会
法
人
和
歌
山
県
水
質

保
全
セ
ン
タ
ー
有
田
川
事
務
所　

☎
６
３
‐

６
１
６
１
）
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
下
水
道
課

交
通
遺
児
育
英
会
奨
学
金
制
度

●
対
象
／
保
護
者
が
交
通
事
故
で
死
亡
・

重
症
後
遺
障
害
と
な
っ
た
家
庭
の
お
子

さ
ま
で
、
高
等
学
校
以
上
の
学
校
に
在

籍
し
て
い
る
方
。

応
募
書
類
の
申
し
込
み
は
直
接
お
電
話

い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.kotsuiji.com

/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

が
可
能
で
す
。

問
公
益
財
団
法
人
交
通
遺
児
育
英
会

　

☎
０
３
‐
3
5
5
‐
0
7
3
3

広告


